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１５ 議会基本条例に基づき

「議会改革検討委員会」

の公開を求める陳情 

     1 

１６ 府中市役所新庁舎の建設

に伴う市内中小建設業者

等の受注機会の確保につ

いての陳情 
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陳 情 番 号 １５ 受理年月日 令和元年５月１７日  

陳情人住所氏名 
府中市浅間町３－１８－１ 

 宮 井 迅 吉  

件     名 
議会基本条例に基づき「議会改革検討委員会」の公開を求

める陳情 

〔陳情趣旨〕 

 2019年４月１日に議会基本条例が施行されました。この条例は「議会の

最高規範」とされ、会議の「原則として公開」を定めています。「議会改

革検討委員会」は法定の「議会運営委員会」と同様に「議長の諮問機関」

としての役割を持つ重要な会議なので公開すべきです。「会議の公開」に

ついては、「議会改革検討委員会」が求めたパブリックコメントへの市民

からの意見に対する「議会の考え」等で詳細にその見解が示されていま

す。 

その概要は「議会における会議については、本会議と、地方自治法第

109条で委員会として定められている常任委員会、特別委員会、議会運営

委員会を対象」としているとし、「議会改革検討委員会」に言及していま

せん。 

また「地方自治法第115条では「議事の公開の原則」及び「秘密会」に

ついて定められており、議会の会議については「条件により秘密会を開く

ことができる」と規定されている。」、「本条文で議会における会議の公開

を原則としているのは、必要に応じて会議を非公開としなければならない

場合などもあるからである」と説明しています。また「本会議、常任委員

会、特別委員会及び議会運営委員会は、地方自治法及び府中市議会委員会

条例により原則として公開とされていますが、議案等の内容によりプライ

バシーに配慮すべき事由等が生じたときは例外的に秘密会とすることが認

められている」と説明しています。 

この説明によると必要に応じて会議を非公開とする理由は「議案等の内

容にプライバシーに配慮すべき事由等が生じたときに例外的に「秘密会」

とするのと同一の理由ということになります。そして議会基本条例で「会

議を原則として公開」と記載しているのは「例外的に秘密会とする」場合

があることを考慮していることは明瞭です。 

ところで情報公開法に従って開示された「議会改革検討委員会」の「会

議記録」によるとその役割は「議長の諮問機関として活動」するとされ、

法定の「議会運営委員会」と同様に大変重要なものです。だとすれば法定 
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の「議会運営委員会」または他の「特別委員会」と同様に、「議案等の内

容によりプライバシーに配慮すべき事由等が生じたときは例外的に秘密

会」とすれば十分であり、2018年度まで行ってきたような委員会全体を非

公開にする扱いは「公平公正な開かれた議会運営を行う」とする議会基本

条例の原則と精神に反します。 

なお、市民が「議会改革検討委員会」の情報公開を求めた経過の中で議

会は「当委員会は、一般には非公開にしており、事務局で作成した記録

は、会議における委員の発言を妨げるおそれがあるため氏名を記載してお

らず、その前段のメモについても同様に措置することが望ましい」との説

明をしています。しかし公人である議員が議会活動の中で発言者の氏名が

明かされることでみずからの発言が抑制されるということは、信念に基づ

き公約を掲げ市民の信託を受けた府中市議会議員各位に限ってはありえな

いものと考えます。 

以上の理由から「議会改革検討委員会」を法定の委員会と同様に公開と

し、全てにわたり同等の扱いをするように陳情します。 

〔陳情項目〕 

議会基本条例に基づき「議会改革検討委員会」を公開とすること。 

付託する委員会  
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陳 情 番 号 １６ 受理年月日 令和元年５月３１日  

陳情人住所氏名 

府中市新町２－１－１ 

府中市管工事協会 

 会長  田 村 正 明 

件     名 
府中市役所新庁舎の建設に伴う市内中小建設業者等の受注

機会の確保についての陳情 

〔陳情趣旨〕 

新庁舎の基本理念である「市民に親しまれ、府中らしさを受け継ぐまち

づくりの拠点となる庁舎」を実現するためには、府中市役所新庁舎建設に

当たり、地元に根づく市内中小建設業者と連携を図っていくことが望まし

いと考えており、受注機会の確保と技術向上を進めることは、市内中小建

設業者にとっても、府中市行政にとっても、利点があると言えます。市内

中小建設業者を活用することで、万一の災害時や事故等が発生した際、迅

速に緊急対応ができ、加えて受注機会の確保により技術力も向上し、将来

公共施設やインフラ等の整備の際、高い技術力で実施していくことが可能

となります。そのようなことなどから、市内中小建設業者の受注機会の確

保と技術力向上を求め、以下のとおり陳情いたします。 

〔陳情事項〕 

１ 市内中小建設業者の受注機会の確保と技術力向上の機会を与えていた

だけるよう御検討していただきたい。 

２ 異業種ＪＶ方式等での参加も可能とし、市内中小建設業者が参加可能

な方式などを御検討していただきたい。 

付託する委員会  

 

 


